
目

次

規

則

○
青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
行
政
経
営
課
）
…
一

告

示

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
三

公

告

○
肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
食
の
安
全
・

安
心
推
進
課
）
…
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

選
挙
管
理
委
員
会

○
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
選

挙
時
登
録
の
基
準
日
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
四

○
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
日
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

公
安
委
員
会

○
警
備
員
等
の
検
定
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
生
活
保
安
課
）
…
五

規

則

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
六
号

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
施
行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
七

年
十
二
月
青
森
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
七
項
中
「
別
表
第
二
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
八
の
項
」
に
、
「
同
表
の
七
の

項
」
を
「
同
表
の
八
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表
第
二
の

六
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
別

表
第
二
の
五
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四

項
中
「
別
表
第
二
の
四
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
五
の
項
」
に
、
「
同
表
の
四
の
項
」
を
「
同
表
の

五
の
項
」
に
、
「
及
び
ヰ
」
を
「
、
ウ
及
び
ノ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三

項
中
「
別
表
第
二
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
四
の
項
」
に
、
「
私
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事

業
と
し
」
を
「
私
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
及
び
私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
と

し
」
に
、
「
私
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
給
付
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
当
該
申
請
を
行
う
者
及

び
当
該
申
請
を
行
う
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
」
を
「
当
該
各
号
に
掲
げ

る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

私
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
給
付
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者
と
同
一

の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報

イ

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

ロ

外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

二

私
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
に
係
る
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に

青
森
県
報
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係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
前
号

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報

三

私
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
に
係
る
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
権
者
の
保
護
者
等
の
収

入
の
状
況
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
届
出
を
行
う
者
の
保

護
者
等
に
係
る
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報

四

私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
給
付
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者

と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報

第
三
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
二
の
二
の
項
」
を
「
別
表
第
二

の
三
の
項
」
に
、
「
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ

る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

当
該
申
請
に
係
る
生
徒
に
係
る
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報

二

当
該
申
請
に
係
る
幼
児
又
は
生
徒
の
保
護
者
等
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報

イ

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

ロ

外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

第
三
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
別
表
第
二
の
一
の
項
」
を
「
別
表
第
二

の
二
の
項
」
に
、
「
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

第
三
条
第
一
項
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
に
関
す

る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

当
該
申
請
に
係
る
生
徒
に
係
る
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報

二

当
該
申
請
に
係
る
生
徒
の
保
護
者
等
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報

イ

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別

表
第
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府

総
務
省
令

第
七
号
）
第
八
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
（
以
下
「
生
活
保
護
実

施
関
係
情
報
」
と
い
う
。
）

ロ

外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

第
三
条
第
一
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
別
表
第
二
の
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関

す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の

受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
を
行
う
者
及
び
同
法
第
十
七
条
の
収
入
の
状
況
の
届
出
を
行
う
者
の
保

護
者
等
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百

十
二
号
）
第
一
条
第
二
項
の
保
護
者
等
を
い
う
。
第
五
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
生

活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の

規
定
に
準
じ
て
行
う
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ

て
行
う
職
権
に
よ
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
行

う
職
権
に
よ
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
外

国
人
に
対
す
る
保
護
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関

係
情
報
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
就
学

支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
を
行
う
者
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法

律
第
十
七
条
の
収
入
の
状
況
の
届
出
を
行
う
者
に
係
る
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
」
に
改
め
、

同
項
各
号
を
削
る
。

第
五
条
第
八
項
中
「
別
表
第
三
の
八
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
九
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
別
表
第
三
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
八
の
項
」
に
、
「
国
公

立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
と
し
」
を
「
国
公
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
及
び
公
立
高
等
学

校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
と
し
」
に
、
「
国
公
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
に
係
る
奨
学
の
た

め
の
給
付
金
の
給
付
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ

る
」
に
、
「
当
該
申
請
を
行
う
者
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
次

に
掲
げ
る
」
を
「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項

各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

国
公
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
給
付
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者
と
同

一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
情
報

イ

生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

ロ

外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報

二

国
公
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
に
係
る
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
前

号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報

三

国
公
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
に
係
る
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
権
者
の
保
護
者
等
の

収
入
の
状
況
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
届
出
を
行
う
者
の

保
護
者
等
に
係
る
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報

四

国
公
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
に
係
る
標
準
修
業
年
限
超
過
者
等
就
学
支
援
金
の
受
給
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資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
の

保
護
者
等
に
係
る
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報

五

国
公
立
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
に
係
る
標
準
修
業
年
限
超
過
者
等
就
学
支
援
金
の
受
給

権
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当

該
届
出
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報

六

公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
事
業
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
給
付
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務

当
該
申
請
を
行
う
者
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者

と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
情
報

第
五
条
第
七
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表
第
三
の
六
の
項
」
を
「
別
表
第
三

の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

条
例
別
表
第
三
の
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
就
学
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申

請
を
行
う
者
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
収
入
の
状
況
の

届
出
を
行
う
者
の
保
護
者
等
に
係
る
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
及
び
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係

情
報
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
七
月
十
九
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
二
七
九
号

む
つ
市
大
畑
町
赤
川
村
二
五
の
一
か
ら

む
つ
市
大
畑
町
赤
川
村
八
の
一
ま
で

令
和
四･
六･二〇

公

告

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
令
和
四
年
六
月
九
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(パ
ー
セ
ン
ト
)
そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

三
八
一
号

混
合
堆
肥
複

合
肥
料

パ
ワ
ー
渓
流

り
ん
酸
全
量

二
一
・
〇

内
く
溶
性
り

ん
酸一
六
・
五

加
里
全
量
一
三
・
五

内
く
溶
性
加

里
一
一
・
〇

内
水
溶
性
加

里

五
・
〇

く
溶
性
苦
土
四
・
五

公
定
規
格

の
と
お
り

株
式
会
社
農
産

技
研

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
並
木

西
一
七
一
の
一

二

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
早
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川
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
水
利
施
設
整
備
事
業
（
基
幹
水
利
施
設
保
全
型
）
）
計
画
を
定
め

た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

弘
前
市
役
所

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
花

木
ダ
ム
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
防
災
ダ
ム
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

三
戸
町
役
場
及
び
田
子
町
役
場

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

令
和
四
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
登

録
に
つ
い
て
、
選
挙
時
登
録
の
基
準
日
を
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

選
挙
時
登
録
の
基
準
日

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

令
和
四
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
日
を
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德
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ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
日

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
を

次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
二
十
号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

野

呂

知

子

一

検
定
の
実
施
日
時
及
び
場
所

１

実
施
日
時

㈠

学
科
試
験

令
和
四
年
九
月
二
十
一
日
（
水
）
午
前
九
時
か
ら
午
前
十
時
ま
で
の
間
（
予
定
）

㈡

実
技
試
験

令
和
四
年
十
月
二
十
九
日
（
土
）
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
の
間
（
予
定
）

２

場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

二

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

検
定
規
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
警
備
業
務

二
級

三

検
定
の
定
員

三
十
人
（
予
定
）

四

受
検
資
格

１

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者

２

青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
、
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で

あ
る
も
の

五

検
定
の
方
法
及
び
内
容

１

方
法

検
定
は
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
と
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、

実
技
試
験
を
行
わ
な
い
。

２

内
容

㈠

学
科
試
験

⑴

警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

⑵

法
令
に
関
す
る
こ
と
。

⑶

警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と
。

⑷

警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関

す
る
こ
と
。

㈡

実
技
試
験

⑴

警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
こ
と
。

⑵

警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置
に
関

す
る
こ
と
。

六

検
定
申
請
の
手
続

１

検
定
申
請
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

㈠

受
付
期
間

令
和
四
年
八
月
十
五
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
の
間
（
予
定
）

㈡

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

㈢

受
付
の
締
切
り

検
定
申
請
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
検
定
申
請
者
の
人
員
が
予
定
定
員
に
達
し
次
第
、
受

付
を
締
め
切
る
。

２

検
定
申
請
の
受
付
場
所

次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
申
請
す
る
こ
と
。

㈠

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は

刑
事
生
活
安
全
課

㈡

青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
、
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員

で
あ
る
も
の
は
、
当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生

活
安
全
課

３

申
請
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
検
定
申
請
の
書
類
及
び
検
定
手
数
料
を
持
参
し
て
申
請
を
行
う
こ
と

と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

検
定
申
請
の
書
類

（ ）5 青 森 県 報 第474号令和４年６月20日 月曜日



検
定
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
検
定
申
請
書
一
通
に
、
検
定
申
請
者
が
四
の
１
に
該
当
す
る

場
合
に
は
次
に
掲
げ
る
㈠
及
び
㈢
の
書
面
等
を
、
四
の
２
に
該
当
す
る
場
合
に
は
次
に
掲
げ
る

㈡
及
び
㈢
の
書
面
等
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
こ
と
。

㈠

住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面
（
住
民
票
の
写
し
、
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し
等
）

一
通

㈡

営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

一
通

㈢

写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に

氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
）

二
葉

５

受
検
手
数
料

一
万
六
千
円
分
の
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
検
定
申
請
書
提
出
時
に
納
入
す
る
こ
と
。

七

検
定
受
付
時
間

当
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
の
間

八

そ
の
他

１

検
定
申
請
者
に
は
、
検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
受
検
票
を
交
付
す
る
。

２

合
格
者
に
対
し
て
は
、
成
績
証
明
書
を
交
付
す
る
。

３

受
検
に
際
し
て
は
、
受
検
票
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

検
定
申
請
に
関
す
る
問
合
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
保
安
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

青
森
県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


